
第４回 熱海市特別職報酬等審議会資料 

 

平成２３年９月３０日（金）午後１時から 

市役所５階 第１会議室 

 

目       次 

１ 県内各市の市長・副市長の給料月額に関する調べ        ・・・・・ Ｐ．１ 

２ 県内各市の市長・副市長の年間給与に関する調べ        ・・・・・ Ｐ．２ 

３ 県内各市の教育長の給料月額及び年額に関する調べ       ・・・・・ Ｐ．３ 

４ 特別職の給料月額の減額に応じた年収比較           ・・・・・ Ｐ．４ 

５ 特別職の給料月額等の改定経過                ・・・・・ Ｐ．５ 

６ 民間給与及び市民所得の推移に関する調べ           ・・・・・ Ｐ．６ 

７ 市税収入の推移に関する調べ                 ・・・・・ Ｐ．７ 

８ 入湯税から見た観光入込客数                 ・・・・・ Ｐ．８ 



県
内

各
市

の
市

長
・

副
市

長
の

給
料

月
額

に
関

す
る

調
べ

（
静

岡
県

内
２

３
市

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

現
在

※
人

口
は

、
平

成
２

２
年

国
勢

調
査

に
よ

る
も

の
(
単

位
：

円
）

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
浜

松
市

静
岡

市
沼

津
市

富
士

市
磐

田
市

富
士

宮
市

三
島

市
掛

川
市

藤
枝

市
焼

津
市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
8
0
0
,
9
1
2
人

7
1
6
,
3
2
8
人

2
0
2
,
2
8
3
人

2
5
4
,
0
4
9
人

1
6
8
,
6
1
6
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
1
1
,
8
2
3
人

1
1
6
,
3
7
3
人

1
4
2
,
1
8
3
人

1
4
3
,
2
2
9
人

8
8
0
,
0
0
0

7
9
0
,
0
0
0

7
5
0
,
0
0
0

1
,
2
7
7
,
0
0
0

1
,
2
5
0
,
0
0
0

1
,
0
0
5
,
0
0
0

1
,
0
0
0
,
0
0
0

9
6
0
,
0
0
0

9
3
1
,
0
0
0

9
2
2
,
0
0
0

9
1
1
,
0
0
0

9
0
0
,
0
0
0

8
8
4
,
0
0
0

順
位

1
1

2
1

2
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

6
3
0
,
9
6
0

(
2
8
.
3
%
)
１

０
．

２
％

減
額

１
４

．
８

％
減

額
6
7
2
,
0
0
0

(
3
0
%
)

6
9
8
,
2
5
0

(
2
5
%
)

7
2
8
,
8
0
0

(
2
0
%
)

袋
井

市
島

田
市

御
殿

場
市

湖
西

市
御

前
崎

市
菊

川
市

裾
野

市
牧

之
原

市
伊

東
市

伊
豆

の
国

市
伊

豆
市

下
田

市

8
4
,
8
3
1

人
1
0
0
,
2
5
0
人

8
9
,
0
2
8

人
6
0
,
0
4
3

人
3
4
,
7
0
0

人
4
7
,
0
3
5

人
5
4
,
5
2
8

人
4
9
,
0
2
2

人
7
1
,
4
3
9

人
4
9
,
2
7
4

人
3
4
,
2
0
6

人
2
5
,
0
1
3

人

8
7
5
,
0
0
0

8
7
0
,
0
0
0

8
7
0
,
0
0
0

8
7
0
,
0
0
0

8
6
0
,
0
0
0

8
3
0
,
0
0
0

8
1
0
,
0
0
0

8
1
0
,
0
0
0

8
0
7
,
0
0
0

8
0
0
,
0
0
0

7
8
0
,
0
0
0

6
7
1
,
0
0
0
　

順
位

1
2

1
3

1
3

1
3

1
6

1
7

1
8

1
8

2
0

2
1

2
2

2
3

　

7
8
3
,
0
0
0

(
1
0
%
)

7
2
9
,
0
0
0

(
1
0
%
)

6
4
8
,
0
0
0

(
2
0
%
)

6
0
3
,
9
0
0

(
1
0
%
)

　

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
静

岡
市

浜
松

市
富

士
市

沼
津

市
磐

田
市

富
士

宮
市

掛
川

市
三

島
市

藤
枝

市
袋

井
市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
7
1
6
,
3
2
8
人

8
0
0
,
9
1
2
人

2
5
4
,
0
4
9
人

2
0
2
,
2
8
3
人

1
6
8
,
6
1
6
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
1
6
,
3
7
3
人

1
1
1
,
8
2
3
人

1
4
2
,
1
8
3
人

8
4
,
8
3
1

人

7
4
0
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

6
3
0
,
0
0
0

9
4
0
,
0
0
0

9
2
8
,
0
0
0

8
1
0
,
0
0
0

8
0
0
,
0
0
0

7
8
0
,
0
0
0

7
3
5
,
0
0
0

7
3
4
,
0
0
0

7
2
8
,
0
0
0

7
2
0
,
0
0
0

7
1
5
,
0
0
0

順
位

6
1
7

2
2

1
2

3
4

5
7

8
9

1
0

1
1

6
0
6
,
3
5
6

(
1
8
.
0
6
%
)
１

０
．

８
％

減
額

１
４

．
９

％
減

額
6
6
3
,
0
0
0

(
1
5
%
)

5
8
8
,
0
0
0

(
2
0
%
)

6
2
3
,
9
0
0

(
1
5
%
)

島
田

市
焼

津
市

湖
西

市
伊

東
市

御
殿

場
市

御
前

崎
市

伊
豆

の
国

市
菊

川
市

伊
豆

市
裾

野
市

牧
之

原
市

下
田

市

1
0
0
,
2
5
0
人

1
4
3
,
2
2
9
人

6
0
,
0
4
3

人
7
1
,
4
3
9

人
8
9
,
0
2
8

人
3
4
,
7
0
0

人
4
9
,
2
7
4

人
4
7
,
0
3
5

人
3
4
,
2
0
6

人
5
4
,
5
2
8

人
4
9
,
0
2
2

人
2
5
,
0
1
3

人

7
1
2
,
0
0
0

7
0
8
,
0
0
0

7
0
5
,
0
0
0

7
0
3
,
0
0
0

7
0
0
,
0
0
0

6
8
0
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

6
6
0
,
0
0
0

6
5
0
,
0
0
0

6
4
0
,
0
0
0

5
9
6
,
0
0
0
　

順
位

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
8

1
8

2
1

2
2

2
3

　

6
1
7
,
5
0
0

(
5
%
)

5
4
4
,
0
0
0

(
1
5
%
)

5
3
6
,
4
0
0

(
1
0
%
)

　

特
例

減
額

後

市
長

市
名

人
口

特
例

減
額

後

市
長

市
名

人
口

副
市

長

特
例

減
額

後

市
名

人
口

市
名

人
口

副
市

長

特
例

減
額

後

-1-



県
内

各
市

の
市

長
・

副
市

長
の

年
間

給
与

に
関

す
る

調
べ

（
静

岡
県

内
２

３
市

）
平

成
2
2
年

4
月

1
日

現
在

※
人

口
は

、
平

成
２

２
年

国
勢

調
査

に
よ

る
も

の
。

熱
海

市
の

改
定

案
の

額
は

、
平

成
２

３
年

４
月

１
日

現
在

で
算

出
(
単

位
：

円
）

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
静

岡
市

浜
松

市
沼

津
市

富
士

市
磐

田
市

富
士

宮
市

三
島

市
藤

枝
市

焼
津

市
御

殿
場

市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
7
1
6
,
3
2
8
人

8
0
0
,
9
1
2
人

2
0
2
,
2
8
3
人

2
5
4
,
0
4
9
人

1
6
8
,
6
1
6
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
1
1
,
8
2
3
人

1
4
2
,
1
8
3
人

1
4
3
,
2
2
9
人

8
9
,
0
2
8

人

1
4
,
6
5
8
,
6
0
0

1
2
,
9
7
7
,
7
2
5

1
2
,
3
2
0
,
6
2
5

2
1
,
1
5
0
,
0
0
0

2
0
,
9
2
3
,
6
4
5

1
7
,
0
6
4
,
9
0
0

1
6
,
9
8
0
,
0
0
0

1
6
,
1
0
1
,
6
0
0

1
6
,
0
8
7
,
6
8
0

1
5
,
6
5
5
,
5
6
0

1
5
,
0
9
5
,
2
5
0

1
4
,
8
2
6
,
8
9
0

1
4
,
7
7
2
,
6
0
0

順
位

1
2

2
2

2
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
0
,
5
1
0
,
2
1
6

(
2
8
.
3
%
)
１

１
．

５
％

減
額

１
５

．
９

％
減

額
1
1
,
2
7
1
,
1
2
0

(
3
0
%
)

1
3
,
2
9
4
,
6
8
0

(
給

料
の

み
2
5
%
)

1
3
,
7
2
8
,
6
0
0

(
給

料
の

み
1
0
%
)

袋
井

市
島

田
市

湖
西

市
掛

川
市

御
前

崎
市

菊
川

市
牧

之
原

市
伊

豆
の

国
市

裾
野

市
伊

東
市

伊
豆

市
下

田
市

8
4
,
8
3
1

人
1
0
0
,
2
5
0
人

6
0
,
0
4
3

人
1
1
6
,
3
7
3
人

3
4
,
7
0
0

人
4
7
,
0
3
5

人
4
9
,
0
2
2

人
4
9
,
2
7
4

人
5
4
,
5
2
8

人
7
1
,
4
3
9

人
3
4
,
2
0
6

人
2
5
,
0
1
3

人

1
4
,
6
7
5
,
9
3
7

1
4
,
5
9
2
,
0
7
5

1
4
,
5
9
2
,
0
7
5

1
4
,
4
6
4
,
1
4
8

1
4
,
4
2
4
,
3
5
0

1
3
,
9
4
1
,
5
0
9

1
3
,
8
1
8
,
6
0
0

1
3
,
4
1
8
,
0
0
0

1
3
,
3
0
6
,
6
8
0

1
3
,
2
5
2
,
9
5
7

1
3
,
0
8
2
,
5
5
0

1
1
,
2
5
4
,
3
4
7
　

順
位

1
1

1
3

1
3

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

　

1
2
,
2
7
7
,
7
4
8

(
給

料
の

み
2
0
%
)

1
1
,
0
5
4
,
8
8
0

(
2
0
%
)

1
2
,
3
3
4
,
6
8
0

(
給

料
の

み
1
0
%
)

1
0
,
1
2
8
,
9
1
2

(
1
0
%
)

　

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
静

岡
市

浜
松

市
富

士
市

沼
津

市
磐

田
市

富
士

宮
市

三
島

市
藤

枝
市

袋
井

市
島

田
市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
7
1
6
,
3
2
8
人

8
0
0
,
9
1
2
人

2
5
4
,
0
4
9
人

2
0
2
,
2
8
3
人

1
6
8
,
6
1
6
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
1
1
,
8
2
3
人

1
4
2
,
1
8
3
人

8
4
,
8
3
1

人
1
0
0
,
2
5
0
人

1
2
,
3
2
6
,
5
5
0

1
0
,
8
4
2
,
1
5
0

1
0
,
3
4
9
,
3
2
5

1
5
,
9
0
4
,
8
0
0

1
5
,
2
0
5
,
2
8
0

1
3
,
7
5
3
,
8
0
0

1
3
,
5
8
4
,
0
0
0

1
3
,
0
8
2
,
5
5
0

1
2
,
7
0
0
,
8
0
0

1
2
,
3
6
1
,
4
4
0

1
2
,
0
7
6
,
2
0
0

1
1
,
9
9
2
,
3
3
7

1
1
,
9
4
2
,
0
2
0

順
位

8
2
1

2
2

1
2

3
4

5
6

7
9

1
0

1
1

1
0
,
1
0
0
,
3
7
5

(
1
8
.
0
6
%
)
１

２
．

０
％

減
額

１
６

．
０

％
減

額
1
1
,
1
2
0
,
1
6
8

(
1
5
%
)

1
0
,
9
3
6
,
8
0
0

(
給

料
の

み
2
0
%
)

御
殿

場
市

焼
津

市
湖

西
市

掛
川

市
伊

東
市

御
前

崎
市

菊
川

市
伊

豆
の

国
市

伊
豆

市
牧

之
原

市
裾

野
市

下
田

市

8
9
,
0
2
8

人
1
4
3
,
2
2
9
人

6
0
,
0
4
3

人
1
1
6
,
3
7
3
人

7
1
,
4
3
9

人
3
4
,
7
0
0

人
4
7
,
0
3
5

人
4
9
,
2
7
4

人
3
4
,
2
0
6

人
4
9
,
0
2
2

人
5
4
,
5
2
8

人
2
5
,
0
1
3

人

1
1
,
8
8
6
,
0
0
0

1
1
,
8
7
4
,
9
3
0

1
1
,
8
2
4
,
6
1
2

1
1
,
8
1
2
,
5
3
7

1
1
,
5
4
5
,
0
1
7

1
1
,
4
0
5
,
3
0
0

1
1
,
0
8
6
,
0
2
0

1
1
,
0
6
9
,
8
5
0

1
1
,
0
6
9
,
8
5
0

1
0
,
9
1
8
,
4
0
0

1
0
,
8
3
8
,
1
0
0

9
,
9
9
6
,
4
1
0
　

順
位

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

1
9

2
1

2
2

2
3

　

1
0
,
4
9
1
,
3
3
7

(
給

料
の

み
1
5
%
)

9
,
2
8
0
,
6
4
0

(
1
5
%
)

1
0
,
4
4
8
,
1
0
0

(
給

料
の

み
5
%
)

8
,
9
9
6
,
7
6
9

(
1
0
%
)

　

特
例

減
額

後

市
名

人
口

市
長

特
例

減
額

後

市
長

市
名

人
口

特
例

減
額

後

市
名

副
市

長

副
市

長

人
口

特
例

減
額

後

市
名

人
口

-2-



※
人

口
は

、
平

成
２

２
年

国
勢

調
査

に
よ

る
も

の
(
単

位
：

円
）

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
静

岡
市

浜
松

市
富

士
市

磐
田

市
沼

津
市

富
士

宮
市

三
島

市
掛

川
市

御
殿

場
市

藤
枝

市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
7
1
6
,
3
2
8
人

8
0
0
,
9
1
2
人

2
5
4
,
0
4
9
人

1
6
8
,
6
1
6
人

2
0
2
,
2
8
3
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
1
1
,
8
2
3
人

1
1
6
,
3
7
3
人

8
9
,
0
2
8

人
1
4
2
,
1
8
3
人

6
6
0
,
0
0
0

5
9
0
,
0
0
0

5
6
0
,
0
0
0

8
1
2
,
0
0
0

7
4
1
,
0
0
0

7
3
0
,
0
0
0

7
1
0
,
0
0
0

6
9
3
,
0
0
0

6
8
6
,
0
0
0

6
7
9
,
0
0
0

6
7
7
,
0
0
0

6
7
0
,
0
0
0

6
6
5
,
0
0
0

順
位

1
1

1
9

2
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

6
0
8
,
3
8
8

(
7
.
8
2
%
)
１

０
．

６
％

減
額

１
５

．
２

％
減

額
6
3
9
,
0
0
0

(
1
0
%
)

5
4
8
,
8
0
0

(
2
0
%
)

6
0
9
,
3
0
0

(
1
0
%
)

袋
井

市
焼

津
市

島
田

市
伊

東
市

湖
西

市
裾

野
市

御
前

崎
市

伊
豆

の
国

市
牧

之
原

市
菊

川
市

伊
豆

市
下

田
市

8
4
,
8
3
1

人
1
4
3
,
2
2
9
人

1
0
0
,
2
5
0
人

7
1
,
4
3
9

人
6
0
,
0
4
3

人
5
4
,
5
2
8

人
3
4
,
7
0
0

人
4
9
,
2
7
4

人
4
9
,
0
2
2

人
4
7
,
0
3
5

人
3
4
,
2
0
6

人
2
5
,
0
1
3

人

6
5
5
,
0
0
0

6
5
3
,
0
0
0

6
5
2
,
0
0
0

6
4
6
,
0
0
0

6
4
0
,
0
0
0

6
2
5
,
0
0
0

6
1
0
,
0
0
0

6
0
0
,
0
0
0

5
9
0
,
0
0
0

5
8
5
,
0
0
0

5
7
0
,
0
0
0

5
4
5
,
0
0
0
　

順
位

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

　

5
9
3
,
7
5
0

(
5
%
)

5
3
1
,
0
0
0

(
1
0
%
)

4
9
0
,
5
0
0

(
1
0
%
)

　

※
人

口
は

、
平

成
２

２
年

国
勢

調
査

に
よ

る
も

の
。

熱
海

市
の

改
定

案
の

額
は

、
平

成
２

３
年

４
月

１
日

現
在

で
算

出
(
単

位
：

円
）

熱
海

市
熱

海
市

熱
海

市
静

岡
市

浜
松

市
富

士
市

富
士

宮
市

磐
田

市
沼

津
市

三
島

市
御

殿
場

市
焼

津
市

藤
枝

市

3
9
,
5
9
2

人
当

初
改

定
案

修
正

改
定

案
7
1
6
,
3
2
8
人

8
0
0
,
9
1
2
人

2
5
4
,
0
4
9
人

1
3
1
,
9
9
6
人

1
6
8
,
6
1
6
人

2
0
2
,
2
8
3
人

1
1
1
,
8
2
3
人

8
9
,
0
2
8

人
1
4
3
,
2
2
9
人

1
4
2
,
1
8
3
人

1
0
,
9
9
3
,
9
5
0

9
,
6
9
2
,
2
2
5

9
,
1
9
9
,
4
0
0

1
3
,
7
3
9
,
0
4
0

1
2
,
4
8
4
,
3
6
8

1
2
,
3
9
5
,
4
0
0

1
1
,
9
9
4
,
9
0
0

1
1
,
9
0
8
,
4
7
5

1
1
,
7
6
7
,
1
4
0

1
1
,
5
2
9
,
4
2
0

1
1
,
3
7
6
,
6
0
0

1
1
,
2
1
4
,
9
3
0

1
1
,
1
5
3
,
7
1
2

順
位

1
2

2
1

2
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
0
,
1
3
4
,
2
2
3

(
7
.
8
2
%
)
１

１
．

８
％

減
額

１
５

．
７

％
減

額
1
0
,
3
4
8
,
5
0
0

(
給
料
の
み
1
0
%
)

1
0
,
7
1
7
,
6
2
8

(
1
0
%
)

掛
川

市
袋

井
市

島
田

市
湖

西
市

伊
東

市
裾

野
市

御
前

崎
市

牧
之

原
市

伊
豆

の
国

市
菊

川
市

伊
豆

市
下

田
市

1
1
6
,
3
7
3
人

8
4
,
8
3
1

人
1
0
0
,
2
5
0
人

6
0
,
0
4
3

人
7
1
,
4
3
9

人
5
4
,
5
2
8

人
3
4
,
7
0
0

人
4
9
,
0
2
2

人
4
9
,
2
7
4

人
4
7
,
0
3
5

人
3
4
,
2
0
6

人
2
5
,
0
1
3

人

1
1
,
0
8
5
,
8
3
4

1
0
,
9
8
5
,
9
8
7

1
0
,
9
3
5
,
6
7
0

1
0
,
7
3
4
,
4
0
0

1
0
,
6
0
8
,
9
3
5

1
0
,
4
2
1
,
2
5
0

1
0
,
2
3
1
,
2
2
5

1
0
,
0
6
5
,
4
0
0

1
0
,
0
6
3
,
5
0
0

9
,
8
9
0
,
8
9
4

9
,
5
6
0
,
3
2
5

9
,
1
4
1
,
0
1
2
　

順
位

1
1

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

　

1
0
,
2
7
3
,
4
3
4

(
給
料
の
み
1
0
%
)

1
0
,
0
4
6
,
2
5
0

(
給

料
の

み
5
%
)

9
,
0
5
7
,
8
6
0

(
1
0
%
)

8
,
2
2
6
,
9
1
1

(
1
0
%
)

　

県
内

各
市

の
教

育
長

の
給

料
月

額
に

関
す

る
調

べ
（

静
岡

県
内

２
３

市
）

平
成

２
２

年
４

月
１

日
現

在

市
名

人
口

市
名

人
口

教
育

長

特
例

減
額

後

特
例

減
額

後

市
名

教
育

長

特
例

減
額

後

平
成

２
２

年
４

月
１

日
現

在

教
育

長

特
例

減
額

後

県
内

各
市

の
教

育
長

の
年

間
給

与
に

関
す

る
調

べ
（

静
岡

県
内

２
３

市
）

市
名

人
口

人
口

教
育

長

-3-



特
別

職
の

給
料

月
額

の
減

額
に

応
じ

た
年

収
比

較
（

静
岡

県
内

２
３

市
順

位
）

平
成

2
3
年

4
月

1
日

現
在

(
単

位
：

円
）

給
料

月
額

年
収

減
額

率
月

額
順

位
年

収
順

位
給

料
月

額
年

収
減

額
率

月
額

順
位

年
収

順
位

報
酬

月
額

年
収

減
額

率
月

額
順

位
年

収
順

位

8
8
0
,
0
0
0

1
4
,
4
5
6
,
2
0
0

1
1

1
5

7
4
0
,
0
0
0

1
2
,
1
5
6
,
3
5
0

6
8

6
6
0
,
0
0
0

1
0
,
8
4
2
,
1
5
0

1
1

1
4

8
7
0
,
0
0
0

1
4
,
2
9
1
,
9
2
5

1
.
1
%

1
2

1
6

7
3
0
,
0
0
0

1
1
,
9
9
2
,
0
7
5

1
.
4
%

8
1
0

6
5
0
,
0
0
0

1
0
,
6
7
7
,
8
7
5

1
.
5
%

1
4

1
5

8
6
0
,
0
0
0

1
4
,
1
2
7
,
6
5
0

2
.
3
%

1
5

1
6

7
2
0
,
0
0
0

1
1
,
8
2
7
,
8
0
0

2
.
7
%

9
1
3

6
4
0
,
0
0
0

1
0
,
5
1
3
,
6
0
0

3
.
0
%

1
5

1
6

8
5
0
,
0
0
0

1
3
,
9
6
3
,
3
7
5

3
.
4
%

1
6

1
6

7
1
0
,
0
0
0

1
1
,
6
6
3
,
5
2
5

4
.
1
%

1
2

1
5

6
3
0
,
0
0
0

1
0
,
3
4
9
,
3
2
5

4
.
5
%

1
6

1
7

8
4
0
,
0
0
0

1
3
,
7
9
9
,
1
0
0

4
.
5
%

1
6

1
8

7
0
0
,
0
0
0

1
1
,
4
9
9
,
2
5
0

5
.
4
%

1
5

1
6

6
2
0
,
0
0
0

1
0
,
1
8
5
,
0
5
0

6
.
1
%

1
7

1
8

8
3
0
,
0
0
0

1
3
,
6
3
4
,
8
2
5

5
.
7
%

1
6

1
8

6
9
0
,
0
0
0

1
1
,
3
3
4
,
9
7
5

6
.
8
%

1
6

1
7

6
1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
2
0
,
7
7
5

7
.
6
%

1
7

2
0

8
2
0
,
0
0
0

1
3
,
4
7
0
,
5
5
0

6
.
8
%

1
7

1
8

6
8
0
,
0
0
0

1
1
,
1
7
0
,
7
0
0

8
.
1
%

1
6

1
7

6
0
0
,
0
0
0

9
,
8
5
6
,
5
0
0

9
.
1
%

1
8

2
1

8
1
0
,
0
0
0

1
3
,
3
0
6
,
2
7
5

8
.
0
%

1
7

2
0

6
7
0
,
0
0
0

1
1
,
0
0
6
,
4
2
5

9
.
5
%

1
7

2
0

当
初

案
5
9
0
,
0
0
0

9
,
6
9
2
,
2
2
5

1
0
.
6
%

1
9

2
1

8
0
0
,
0
0
0

1
3
,
1
4
2
,
0
0
0

9
.
1
%

2
0

2
1

当
初

案
6
6
0
,
0
0
0

1
0
,
8
4
2
,
1
5
0

1
0
.
8
%

1
7

2
1

5
8
0
,
0
0
0

9
,
5
2
7
,
9
5
0

1
2
.
1
%

2
1

2
2

当
初

案
7
9
0
,
0
0
0

1
2
,
9
7
7
,
7
2
5

1
0
.
2
%

2
1

2
2

6
5
0
,
0
0
0

1
0
,
6
7
7
,
8
7
5

1
2
.
2
%

2
0

2
2

5
7
0
,
0
0
0

9
,
3
6
3
,
6
7
5

1
3
.
6
%

2
1

2
2

7
8
0
,
0
0
0

1
2
,
8
1
3
,
4
5
0

1
1
.
4
%

2
1

2
2

6
4
0
,
0
0
0

1
0
,
5
1
3
,
6
0
0

1
3
.
5
%

2
1

2
2

修
正

案
5
6
0
,
0
0
0

9
,
1
9
9
,
4
0
0

1
5
.
2
%

2
2

2
2

7
7
0
,
0
0
0

1
2
,
6
4
9
,
1
7
5

1
2
.
5
%

2
2

2
2

修
正

案
6
3
0
,
0
0
0

1
0
,
3
4
9
,
3
2
5

1
4
.
9
%

2
2

2
2

5
5
0
,
0
0
0

9
,
0
3
5
,
1
2
5

1
6
.
7
%

2
3

2
3

7
6
0
,
0
0
0

1
2
,
4
8
4
,
9
0
0

1
3
.
6
%

2
2

2
2

6
2
0
,
0
0
0

1
0
,
1
8
5
,
0
5
0

1
6
.
2
%

2
2

2
2

5
4
0
,
0
0
0

8
,
8
7
0
,
8
5
0

1
8
.
2
%

2
3

2
3

修
正

案
7
5
0
,
0
0
0

1
2
,
3
2
0
,
6
2
5

1
4
.
8
%

2
2

2
2

6
1
0
,
0
0
0

1
0
,
0
2
0
,
7
7
5

1
7
.
6
%

2
2

2
2

5
3
0
,
0
0
0

8
,
7
0
6
,
5
7
5

1
9
.
7
%

2
3

2
3

7
4
0
,
0
0
0

1
2
,
1
5
6
,
3
5
0

1
5
.
9
%

2
2

2
2

6
0
0
,
0
0
0

9
,
8
5
6
,
5
0
0

1
8
.
9
%

2
2

2
3

5
2
0
,
0
0
0

8
,
5
4
2
,
3
0
0

2
1
.
2
%

2
3

2
3

7
3
0
,
0
0
0

1
1
,
9
9
2
,
0
7
5

1
7
.
0
%

2
2

2
2

5
9
0
,
0
0
0

9
,
6
9
2
,
2
2
5

2
0
.
3
%

2
3

2
3

5
1
0
,
0
0
0

8
,
3
7
8
,
0
2
5

2
2
.
7
%

2
3

2
3

7
2
0
,
0
0
0

1
1
,
8
2
7
,
8
0
0

1
8
.
2
%

2
2

2
2

5
8
0
,
0
0
0

9
,
5
2
7
,
9
5
0

2
1
.
6
%

2
3

2
3

5
0
0
,
0
0
0

8
,
2
1
3
,
7
5
0

2
4
.
2
%

2
3

2
3

7
1
0
,
0
0
0

1
1
,
6
6
3
,
5
2
5

1
9
.
3
%

2
2

2
2

5
7
0
,
0
0
0

9
,
3
6
3
,
6
7
5

2
3
.
0
%

2
3

2
3

4
9
0
,
0
0
0

8
,
0
4
9
,
4
7
5

2
5
.
8
%

2
3

2
3

7
0
0
,
0
0
0

1
1
,
4
9
9
,
2
5
0

2
0
.
5
%

2
2

2
2

5
6
0
,
0
0
0

9
,
1
9
9
,
4
0
0

2
4
.
3
%

2
3

2
3

4
8
0
,
0
0
0

7
,
8
8
5
,
2
0
0

2
7
.
3
%

2
3

2
3

6
9
0
,
0
0
0

1
1
,
3
3
4
,
9
7
5

2
1
.
6
%

2
2

2
2

5
5
0
,
0
0
0

9
,
0
3
5
,
1
2
5

2
5
.
7
%

2
3

2
3

4
7
0
,
0
0
0

7
,
7
2
0
,
9
2
5

2
8
.
8
%

2
3

2
3

6
8
0
,
0
0
0

1
1
,
1
7
0
,
7
0
0

2
2
.
7
%

2
2

2
3

5
4
0
,
0
0
0

8
,
8
7
0
,
8
5
0

2
7
.
0
%

2
3

2
3

4
6
0
,
0
0
0

7
,
5
5
6
,
6
5
0

3
0
.
3
%

2
3

2
3

市
長

副
市

長
教

育
長

-4-



特
別

職
の

給
料

月
額

等
の

改
定

経
過

月
額

(
円

)
改

定
率

(
%
)

月
額

(
円

)
改

定
率

(
%
)

月
額

(
円

)
改

定
率

(
%
)

減
額

後
月

額
（

特
例

減
額

）
減

額
率

(
%
)

減
額

後
月

額
（

特
例

減
額

）
減

額
率

(
%
)

市
長

7
0
0
,
0
0
0

 
 
 

1
2
.
9

 
 
 
 
 
 

8
0
0
,
0
0
0

 
 
 

1
4
.
3

 
 
 
 
 
 

8
8
0
,
0
0
0

 
 
 

1
0
.
0

 
 
 
 
 
 

 
7
0
4
,
0
0
0

(
1
7
6
,
0
0
0
)

▲
 
2
0
.
0

 
6
1
6
,
0
0
0

(
2
6
4
,
0
0
0
)

▲
 
3
0
.
0

副
市

長
6
0
0
,
0
0
0

 
 
 

1
1
.
1

 
 
 
 
 
 

6
8
5
,
0
0
0

 
 
 

1
4
.
2

 
 
 
 
 
 

7
4
0
,
0
0
0

 
 
 

8
.
0

 
 
 
 
 
 
 

 
6
6
6
,
0
0
0

(
7
4
,
0
0
0
)

▲
 
1
0
.
0

 
5
9
2
,
0
0
0

(
1
4
8
,
0
0
0
)

▲
 
2
0
.
0

教
育

長
5
4
0
,
0
0
0

 
 
 

1
4
.
8

 
 
 
 
 
 

6
2
0
,
0
0
0

 
 
 

1
4
.
8

 
 
 
 
 
 

6
6
0
,
0
0
0

 
 
 

6
.
5

 
 
 
 
 
 
 

6
6
0
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
9
4
,
0
0
0

(
6
6
,
0
0
0
)

▲
 
1
0
.
0

議
長

3
8
0
,
0
0
0

 
 
 

1
1
.
8

 
 
 
 
 
 

4
3
0
,
0
0
0

 
 
 

1
3
.
2

 
 
 
 
 
 

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

8
.
1

 
 
 
 
 
 
 

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

副
議

長
3
5
0
,
0
0
0

 
 
 

1
2
.
9

 
 
 
 
 
 

3
9
5
,
0
0
0

 
 
 

1
2
.
9

 
 
 
 
 
 

4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

7
.
6

 
 
 
 
 
 
 

4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
員

3
2
0
,
0
0
0

 
 
 

1
4
.
3

 
 
 
 
 
 

3
6
0
,
0
0
0

 
 
 

1
2
.
5

 
 
 
 
 
 

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

8
.
3

 
 
 
 
 
 
 

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

-
 
 
 
 
 
 
 
 
 

減
額

後
月

額
（

特
例

減
額

）
減

額
率

(
%
)

減
額

後
月

額
（

特
例

減
額

）
減

額
率

(
%
)

減
額

後
月

額
（

特
例

減
額

）
減

額
率

(
%
)

改
定

(
案

)
改

定
率

対
H
2
3
比

市
長

 
6
1
6
,
0
0
0

(
2
6
4
,
0
0
0
)

▲
 
3
0
.
0

 
6
3
0
,
9
6
0

(
2
4
9
,
0
4
0
)

▲
 
2
8
.
3

 
6
3
9
,
7
6
0

(
2
4
0
,
2
4
0
)

▲
 
2
7
.
3

7
5
0
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
4
.
8

1
7
.
2

副
市

長
 
5
9
2
,
0
0
0

(
1
4
8
,
0
0
0
)

▲
 
2
0
.
0

 
6
0
6
,
3
5
6

(
1
3
3
,
6
4
4
)

▲
 
1
8
.
0
6

 
6
1
4
,
7
9
2

(
1
2
5
,
2
0
8
)

▲
 
1
6
.
9
2

6
3
0
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
4
.
9

2
.
5

教
育

長
 
5
9
4
,
0
0
0

(
6
6
,
0
0
0
)

▲
 
1
0
.
0

 
6
0
8
,
3
8
8

(
5
1
,
6
1
2
)

▲
 
7
.
8
2

 
6
1
6
,
9
0
2

(
4
3
,
0
9
8
)

▲
 
6
.
5
3

5
6
0
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
5
.
2

▲
 
9
.
2

議
長

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

4
6
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
月

4
.
4
5
→

3
.
9
5
)

4
1
5
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
0
.
8

▲
 
1
0
.
8

副
議

長
4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

4
2
5
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
月

4
.
4
5
→

3
.
9
5
)

3
8
0
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
0
.
6

▲
 
1
0
.
6

議
員

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
1
0
%

カ
ッ

ト
)

3
9
0
,
0
0
0

 
 
 

 
(
期

末
手

当
月

4
.
4
5
→

3
.
9
5
)

3
5
0
,
0
0
0

 
 
 

▲
 
1
0
.
3

▲
 
1
0
.
3

※
Ｈ

２
２

年
度

　
教

育
長

：
Ｈ

２
２

．
１

２
～

Ｈ
２

３
．

３
の

特
例

減
額

率
６

．
９

１
％

　
特

例
減

額
　

４
５

，
６

０
６

円
 
 
同

時
期

の
市

長
は

減
額

率
を

下
げ

て
い

な
い

。
　

同
時

期
の

副
市

長
は

不
在

。

平
成

2
2
年

平
成

2
3
年

平
成

2
4
年

(
改

定
修

正
案

）

平
成
2
年

平
成
4
年

平
成

1
9
年

平
成

2
0
年

区
分

区
分

昭
和

6
0
年

平
成

2
1
年

-5-



民
間

給
与

及
び

市
民

所
得

の
推

移
に

関
す

る
調

べ

市
民

一
人

当
た

り

総
所

得

平
成

 ４
 年

4
,5

5
0
千

円
-

3
,0

7
9
千

円
-

4
,0

3
6
千

円
-

2
,8

4
1
千

円
-

平
成

 ５
 年

4
,5

2
2
千

円
▲

 0
.6

2
%

3
,1

7
6
千

円
3
.2

%
4
,1

5
1
千

円
2
.8

%
2
,9

3
4
千

円
3
.3

%

平
成

 ６
 年

4
,5

5
5
千

円
0
.1

1
%

3
,1

5
2
千

円
2
.4

%
4
,1

4
2
千

円
2
.6

%
2
,9

2
9
千

円
3
.1

%

平
成

 ７
 年

4
,5

7
2
千

円
0
.4

8
%

3
,1

6
5
千

円
2
.8

%
4
,1

7
1
千

円
3
.3

%
2
,9

5
3
千

円
3
.9

%

平
成

 ８
 年

4
,6

0
8
千

円
1
.2

7
%

3
,1

5
0
千

円
2
.3

%
4
,1

8
9
千

円
3
.8

%
2
,9

3
3
千

円
3
.2

%

平
成

 ９
 年

4
,6

7
3
千

円
2
.7

0
%

3
,1

6
4
千

円
2
.8

%
4
,2

0
4
千

円
4
.2

%
2
,9

4
7
千

円
3
.7

%

平
成

１
０

年
4
,6

4
8
千

円
2
.1

5
%

3
,1

5
5
千

円
2
.5

%
4
,2

0
8
千

円
4
.3

%
2
,9

5
2
千

円
3
.9

%

平
成

１
１

年
4
,6

1
3
千

円
1
.3

8
%

3
,1

0
8
千

円
0
.9

%
4
,1

4
8
千

円
2
.8

%
2
,9

0
6
千

円
2
.3

%

平
成

１
２

年
4
,6

1
0
千

円
1
.3

2
%

3
,0

8
7
千

円
0
.3

%
4
,1

1
8
千

円
2
.0

%
2
,8

8
4
千

円
1
.5

%

平
成

１
３

年
4
,5

4
0
千

円
▲

 0
.2

2
%

3
,0

5
9
千

円
▲

 0
.7

%
4
,0

7
0
千

円
0
.8

%
2
,8

4
4
千

円
0
.1

%

平
成

１
４

年
4
,4

7
8
千

円
▲

 1
.5

8
%

3
,0

7
2
千

円
▲

 0
.2

%
4
,0

6
7
千

円
0
.8

%
2
,8

4
4
千

円
0
.1

%

平
成

１
５

年
4
,4

3
9
千

円
▲

 2
.4

4
%

3
,0

3
0
千

円
▲

 1
.6

%
4
,0

4
1
千

円
0
.1

%
2
,8

2
2
千

円
▲

 0
.7

%

平
成

１
６

年
4
,3

8
8
千

円
▲

 3
.5

6
%

2
,9

9
7
千

円
▲

 2
.7

%
3
,9

9
5
千

円
▲

 1
.0

%
2
,7

8
5
千

円
▲

 2
.0

%

平
成

１
７

年
4
,3

6
8
千

円
▲

 4
.0

0
%

3
,0

9
7
千

円
0
.6

%
4
,2

7
5
千

円
5
.9

%
2
,9

8
2
千

円
5
.0

%

平
成

１
８

年
4
,3

4
9
千

円
▲

 4
.4

2
%

2
,8

2
0
千

円
▲

 8
.4

%
3
,8

5
3
千

円
▲

 4
.5

%
2
,6

8
2
千

円
▲

 5
.6

%

平
成

１
９

年
4
,3

7
2
千

円
▲

 3
.9

1
%

2
,8

8
9
千

円
▲

 6
.2

%
3
,9

2
2
千

円
▲

 2
.8

%
2
,7

4
3
千

円
▲

 3
.5

%

平
成

２
０

年
4
,2

9
6
千

円
▲

 5
.5

8
%

2
,9

6
4
千

円
▲

 3
.7

%
3
,9

5
8
千

円
▲

 1
.9

%
2
,7

7
7
千

円
▲

 2
.2

%

平
成

２
１

年
4
,0

5
9
千

円
▲

 1
0
.7

9
%

2
,9

1
5
千

円
▲

 5
.3

%
3
,8

8
4
千

円
▲

 3
.8

%
2
,7

0
9
千

円
▲

 4
.7

%

平
成

２
２

年
4
,1

2
0
千

円
▲

 9
.4

5
%

2
,7

5
8
千

円
▲

 1
0
.4

%
3
,7

5
8
千

円
▲

 6
.9

%
2
,6

0
3
千

円
▲

 8
.4

%

※
出

典
：
税

務
統

計
か

ら
見

た
民

間
給

与
実

態
（
国

税
庁

）
、

市
税

の
概

要
（
熱

海
市

）
、

市
町

村
税

の
状

況
（
静

岡
県

）

　
　

　
　

　
民

間
平

均
給

与
の

算
出

根
拠

と
し

た
「
税

務
統

計
か

ら
見

た
民

間
給

与
実

態
」
は

、
各

年
１

２
月

３
１

日
現

在
で

民
間

の
事

業
所

に
勤

務
し

て
い

る
給

与
所

得
者

を
対

象
と

し
た

調
査

で
す

。

　
　

　
　

　
こ

の
調

査
の

集
計

に
当

た
り

、
パ

ー
ト

、
ア

ル
バ

イ
ト

、
正

規
・
非

正
規

等
の

給
与

所
得

者
と

い
っ

た
従

業
上

の
地

位
は

、
区

分
し

て
い

ま
せ

ん
。

年
度

平
成

4
年

対
比

民
間

平
均

給
与

同
給

与
所

得
平

成
4
年

対
比

同
給

与
収

入
平

成
4
年

対
比

平
成

4
年

対
比

X
:\

人
事

室
\
人

事
研

修
\
H

2
3
報

酬
等

審
議

会
\
熱

海
市

特
別

職
報

酬
等

審
議

会
関

係
\
0
4
第

４
回

審
議

会
　

資
料

\
第

4
回

資
料

.x
ls

-6-



市
税

収
入

の
推

移
に

関
す

る
調

べ

住
民

基
本

台
帳

人
口

市
民

税
固

定
資

産
税

そ
の

他
市

税
市

税

(各
年

3
月

末
時

点
）

決
算

額
決

算
額

決
算

額
合

計

平
成

 ４
 年

4
7
,0

9
5
人

4
,7

3
7
,0

2
6
千

円
-

5
,6

8
1
,0

5
0
千

円
-

3
,2

7
5
,5

3
6
千

円
-

1
3
,6

9
3
,6

1
2
千

円
-

平
成

 ５
 年

4
6
,7

9
3
人

4
,0

2
3
,6

5
7
千

円
▲

 1
5
.1

%
5
,9

9
9
,7

8
9
千

円
5
.6

%
3
,5

1
0
,7

0
4
千

円
7
.2

%
1
3,

5
3
4
,1

3
5
千

円
▲

 1
.2

%

平
成

 ６
 年

4
6
,3

7
5
人

3
,3

9
0
,8

0
7
千

円
▲

 2
8
.4

%
6
,3

0
5
,8

6
8
千

円
1
1
.0

%
3
,3

6
0
,4

7
5
千

円
2
.6

%
1
3
,0

5
7
,1

2
2
千

円
▲

 4
.6

%

平
成

 ７
 年

4
6
,0

5
9
人

3
,4

4
6
,3

3
1
千

円
▲

 2
7
.2

%
6
,8

7
0
,2

4
5
千

円
2
0
.9

%
3
,3

5
2
,0

0
7
千

円
2
.3

%
1
3
,6

6
8
,5

5
6
千

円
▲

 0
.2

%

平
成

 ８
 年

4
5
,6

2
9
人

3
,3

0
4
,4

0
1
千

円
▲

 3
0
.2

%
7
,0

3
4
,5

3
4
千

円
2
3
.8

%
3
,5

5
2
,2

7
8
千

円
8
.4

%
1
3
,8

9
1
,1

8
3
千

円
1
.4

%

平
成

 ９
 年

4
5
,2

0
3
人

3
,4

3
4
,9

5
3
千

円
▲

 2
7
.5

%
7
,1

1
0
,0

7
0
千

円
2
5
.2

%
3
,2

3
9
,7

8
7
千

円
▲

 1
.1

%
1
3
,7

8
4
,7

8
3
千

円
0
.7

%

平
成

１
０

年
4
4
,7

4
7
人

2
,9

4
3
,9

0
9
千

円
▲

 3
7
.9

%
6
,9

2
8
,2

4
8
千

円
2
2
.0

%
3
,1

0
4
,5

5
0
千

円
▲

 5
.2

%
1
2
,9

7
6
,7

0
7
千

円
▲

 5
.2

%

平
成

１
１

年
4
4
,1

2
8
人

2
,8

5
1
,3

9
9
千

円
▲

 3
9
.8

%
6
,8

6
5
,3

8
2
千

円
2
0
.8

%
3
,3

0
6
,5

4
5
千

円
0
.9

%
1
3
,0

2
3
,3

2
6
千

円
▲

 4
.9

%

平
成

１
２

年
4
3
,6

2
4
人

2
,6

1
8
,5

1
7
千

円
▲

 4
4
.7

%
6
,5

8
0
,2

7
6
千

円
1
5
.8

%
2
,8

3
7
,1

4
0
千

円
▲

 1
3
.4

%
1
2
,0

3
5
,9

3
3
千

円
▲

 1
2
.1

%

平
成

１
３

年
4
3
,1

8
4
人

2
,5

7
9
,9

3
4
千

円
▲

 4
5
.5

%
6
,6

4
3
,1

6
2
千

円
1
6
.9

%
2
,8

8
4
,8

8
4
千

円
▲

 1
1
.9

%
1
2
,1

0
7
,9

8
0
千

円
▲

 1
1
.6

%

平
成

１
４

年
4
2
,7

4
0
人

2
,4

1
5
,8

0
4
千

円
▲

 4
9
.0

%
6
,3

2
3
,4

5
6
千

円
1
1
.3

%
2
,8

9
1
,0

8
4
千

円
▲

 1
1
.7

%
1
1
,6

3
0
,3

4
4
千

円
▲

 1
5
.1

%

平
成

１
５

年
4
2
,5

8
2
人

2
,2

3
4
,5

6
8
千

円
▲

 5
2
.8

%
5
,8

3
5
,7

4
3
千

円
2
.7

%
3
,0

1
3
,3

5
3
千

円
▲

 8
.0

%
11

,0
8
3
,6

6
3
千

円
▲

 1
9
.1

%

平
成

１
６

年
4
2
,2

8
9
人

2
,2

3
7
,1

1
7
千

円
▲

 5
2
.8

%
5
,7

7
3
,9

8
1
千

円
1
.6

%
3
,3

5
0
,8

3
9
千

円
2
.3

%
1
1
,3

6
1
,9

3
6
千

円
▲

 1
7
.0

%

平
成

１
７

年
4
1
,9

0
4
人

2
,3

1
9
,4

0
2
千

円
▲

 5
1
.0

%
5
,5

9
0
,8

5
4
千

円
▲

 1
.6

%
3
,0

0
5
,0

4
9
千

円
▲

 8
.3

%
1
0
,9

1
5
,3

0
4
千

円
▲

 2
0
.3

%

平
成

１
８

年
4
1
,7

2
0
人

2
,5

5
3
,4

5
3
千

円
▲

 4
6
.1

%
5
,2

8
1
,8

0
3
千

円
▲

 7
.0

%
2
,9

8
0
,7

7
0
千

円
▲

 9
.0

%
1
0
,8

1
6
,0

2
6
千

円
▲

 2
1
.0

%

平
成

１
９

年
4
1
,5

0
8
人

2
,9

3
6
,4

3
2
千

円
▲

 3
8
.0

%
5
,2

0
2
,9

9
7
千

円
▲

 8
.4

%
2
,9

2
7
,6

6
2
千

円
▲

 1
0
.6

%
1
1
,0

6
7
,0

9
1
千

円
▲

 1
9
.2

%

平
成

２
０

年
4
1
,1

0
1
人

3
,0

0
9
,2

4
2
千

円
▲

 3
6
.5

%
5
,2

0
9
,8

9
8
千

円
▲

 8
.3

%
2
,7

9
2
,2

7
0
千

円
▲

 1
4
.8

%
1
1
,0

1
1
,4

1
0
千

円
▲

 1
9
.6

%

平
成

２
１

年
4
0
,5

9
2
人

2
,7

4
7
,8

3
5
千

円
▲

 4
2
.0

%
5
,0

1
3
,3

6
5
千

円
▲

 1
1
.8

%
2
,7

2
7
,9

6
2
千

円
▲

 1
6
.7

%
1
0
,4

8
9
,1

6
2
千

円
▲

 2
3
.4

%

平
成

２
２

年
4
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（案） 
熱 報 審  第  号 

平成２３年 月 日 

  熱海市長 齊 藤  栄  様 

                           熱海市特別職報酬等審議会 

                             会長  鈴 木 秀 旺 

 

特別職の報酬等の額について（答申及び意見） 

 

 平成２３年８月１日付け熱総行第８１号において諮問のあった、次に掲げる特別職の給料及

び報酬の額については、慎重に審議した結果、別紙のとおり答申及び意見を提出します。 

(1) 熱海市の議会の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員の政務調査

費の額 

(2) 熱海市の教育長及び固定資産評価員の給料の額並びに行政委員その他の特別職の職員で

非常勤のものの報酬の額 

本市の行政を代表する市長及び議会の議員におかれましては、本審議会の答申及び意見を 

最大限尊重され、実施に向けて尽力されることを期待します。 

 



 －１－ 

別紙（案） 

 

１ 諮問に対する答申について 

  (1) 市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員報酬及び議員の政務調査費の額 

ア 市長及び副市長の給料の額は、１５％程度減額し、次に掲げるとおりとすることが適

当である。 

   ① 市 長 月額７５０，０００円（現行：月額８８０，０００円） 

    ② 副市長 月額６３０，０００円（現行：月額７４０，０００円） 

  イ 議会の議員報酬の額は、１０％程度減額し、次に掲げるとおりとすることが適当であ

る。 

   ① 議 長 月額４１５，０００円（現行：月額４６５，０００円） 

    ② 副議長 月額３８０，０００円（現行：月額４２５，０００円） 

   ③ 議 員 月額３５０，０００円（現行：月額３９０，０００円） 

  ウ 議員の政務調査費については、新たに制度導入することが妥当であり、当該額は、議

長及び副議長を含む議員１人当たり月額１５，０００円とすることが適当であるが、政

務調査費及び議員報酬の合計月額は、前記イのそれぞれの議員報酬月額を超えないよう

調整を図ることが適当である。 

 

 (2) 改定時期 

   改定の実施時期は、平成２４年４月１日とすることが適当である。 

 

 (3) 改定理由等 

   市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員報酬の額は、平成４年の改定以来据え置き

となっているが、その後の約２０年間における厳しい経済・雇用情勢等の本市を取り巻く

状況を考えると、徹底した行財政改革を行い、簡素で効率的な市政を運営していく必要が

あり、市長及び議会がその先頭に立って改革を推進していくことが強く求められている。 

   このような状況のもと、市長から諮問を受けたこれらの特別職の給料及び報酬の適正額

について審議するに当たり、本審議会としては、それぞれの職務職責の重要性、他都市の

特別職の給料及び報酬の支給状況、民間給与の実態等を踏まえ、各委員の所見により総合

的に勘案し、市長及び副市長の給料にあっては１５％程度、議員報酬にあっては１０％程



 －２－ 

度の減額が適当であるとの結論に達した。 

   議員の政務調査費については、現在、その交付対象、支給額、交付方法等を定めた条例

が未制定であり、当該予算措置もされていないことから、交付実績がない状況であるが、

議会の審議能力の強化と議員の調査研究活動基盤の充実を図るとともに、議員の調査研究

活動費の公費負担に係る透明性を確保するためには、政務調査費制度を導入することが望

ましく、その額は、他都市の政務調査費の支給状況等を踏まえつつ、各委員の所見により

総合的に勘案し、議員１人当たり月額１５，０００円とすることが適当であるが、新たな

財政負担に対する市民感情等に配慮する必要があることから、政務調査費及び議員報酬の

合計月額は、この答申による減額後のそれぞれの議員報酬月額を超えない範囲内において

調整を図ることが適当であるとの結論に達した。 

 

 (4) 付言 

   本審議会の審議においての結論は、前述のとおりであるが、委員間の議論をもとに本審

議会として、次に掲げるとおり付言する。 

  ア 市長及び副市長の給料の額は、平成２３年度まで特例措置により減額されてきている

経緯があり、平成２４年度から答申後の額で給料を支給することにより、それ以前に比

べて実質支給額が増えることとなるので、各種料金改定の実施等の市民負担の増加に配

慮し、財政状況等を精査した上で改定を実施するとともに、より効率的な行財政運営を

図り、市民に対する説明責任が果たせるよう一層の努力を期待する。 

  イ 議員報酬は、議員の役務の提供への対価として支給されるものであるが、生活給ある

いは活動費といった性質を明確に区分できない側面があるので、将来的に議員の職務に

対する適正な議員報酬額を評価するには、議員報酬、政務調査費等の議会に専属する事

項は議員間で議論することが基本との理解のもと、議員定数に対する考え方と併せて議

論した上で議員活動状況等とともに明らかにして、市民の理解度を向上させることが必

要である。 

  ウ 市長及び副市長の給料の額並びに議会の議員報酬及び議員の政務調査費の額について

の本審議会への諮問は、定期的に行うことが望ましい。 

 

 

 



 －３－ 

２ 意見を求められたことに対する意見について 

  (1) 教育長及び固定資産評価員の給料の額並びに行政委員その他の特別職の職員で非常勤の

ものの報酬の額 

ア 教育長の給料の額は、１５％程度減額し、月額５６０，０００円（現行：月額    

６６０，０００円）とすることが適当である。 

  イ 固定資産評価員の給料の額は、一般職の職員が兼務する固定資産評価員の職を非常勤

とした上で、当該報酬額を定めないこと（現行：月額５５７，０００円）とすることが

適当である。 

  ウ 行政委員その他の特別職の職員で非常勤のものの報酬の額は、別表に定める額とする

ことが適当である。 

 

 (2) 改定時期 

   改定の実施時期は、平成２４年４月１日とすることが適当である。 

 

 (3) 改定理由等 

   教育長の給料の額は、平成４年の改定以来据え置きとなっているが、その後の約２０年

間における厳しい経済・雇用情勢等の本市を取り巻く状況を考えると、教育委員会の権限

に属する全ての事務を掌る教育長が先導的な役割を担い、より効率的かつ効果的な教育行

政を運営していくことが求められている。 

   このような状況のもと、市長から意見を求められた教育長の給料の適正額について審議

するに当たり、本審議会としては、その職務職責の重要性、他都市の教育長の給料の支給

状況、民間給与の実態等を踏まえ、各委員の所見により総合的に勘案し、１５％程度の減

額が適当であるとの結論に達した。 

   固定資産評価員の給料の額については、その職務職責の重要性に鑑み、他都市における

一般職の職員との兼務状況等を踏まえつつ、各委員の所見により総合的に勘案し、一般職

の職員が兼務する固定資産評価員の職を非常勤とした上で、当該報酬額を定めないことと

することが適当であるとの結論に達した。 

   行政委員その他の特別職の職員で非常勤のものの報酬の額については、地方自治法の趣

旨、裁判事例、行政委員の活動状況等を踏まえ、次に掲げる考え方により、別表に定める

額とすることが適当であるとの結論に達した。 



 －４－ 

  ア 行政委員等の報酬額については、現行額から１０％程度減額した額を基準とすること。 

  イ 現行の報酬額が月額で定められている行政委員等については、原則として、日額化す

ること。（公平委員会、農業委員会関係） 

  ウ 合議体の長である委員（資格職である医師を含む。）については、当該組織内の意見の

調整と統括、会議の進行管理、資格職としての専門性等の職責を考慮して、委員の報酬

額に一定の加算措置（500 円～2,000 円加算）を行うこと。（固定資産評価審査委員長、

選挙長、期日前投票所の投票管理者、投票所の投票管理者、開票管理者、国保運営協議

会長、介護保険運営協議会長、介護認定審査会医師、障害者程度区分認定審査会医師、

その他法令又は条例の規定による委員会長関係） 

  エ 調査・審議案件に係る事前研究、基礎的事項の下調べ、研修会の受講等が求められる

行政委員等については、相当する部分に係る報酬を月額で措置することとし、定例会等

への出席や公式行事への参加等に対する部分に係る報酬を日額で措置する『併用報酬

制』とすること。（教育委員会関係、選挙管理委員会関係） 

  オ 活動日数、活動内容等に応じて日額報酬を支給することが、現行の月額報酬による支

給額よりも費用負担が多くなることが見込まれる行政委員等については、現行額から 

１０％程度減額した額により月額報酬制を維持すること。（監査委員関係、体育指導委

員関係） 

  カ 準司法的権限を有する行政委員会に属する行政委員等については、当該報酬額を同一

のものとするとともに、その額を固定資産評価審査委員会に係る報酬額（委員長10,000

円・委員 9,000 円）に整合させること。（固定資産評価審査委員会、公平委員会、情報

公開審査会、個人情報保護審査会関係） 

 

 (4) 付言 

本審議会の審議においての結論は、前述のとおりであるが、委員間の議論をもとに本審

議会として、教育長の給料及び行政委員その他の特別職の職員で非常勤のものの報酬の額

について本審議会へ意見を求めることは、定期的に行うことが望ましいことを付言する。 

 



別表（その１）

№ 名 　　称 減額率 備　　　考

1 教育委員会委員長 月額 63,000 9.5%
月額と日額の併用とする。ただし、
上限を57,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

2 教育委員会委員 月額 53,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、
上限を48,000円とする。
活動状況３か年平均：月３回

3 選挙管理委員会委員長 月額 32,000 9.4%
月額と日額の併用とする。ただし、
上限を29,000円とする。
活動状況３か年平均：月２回

4 選挙管理委員会委員 月額 26,000 9.6%
月額と日額の併用とする。ただし、
上限を23,500円とする。
活動状況３か年平均：月２回

5 選挙管理委員会委員臨時補充員 日額 10,000 日額 9,000 10%

6 公平委員会委員長 月額 26,000 日額 10,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定額と同額とする。

7 公平委員会委員 月額 25,000 日額 9,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定額と同額とする。

8 監査委員（識見者） 月額 121,000 月額 109,000 9.9%  

9 監査委員（議員） 月額 63,000 月額 57,000 9.5%  

10 農業委員会会長 月額 32,000 日額 9,600 ─
活動状況３か年平均：月３回
32,000円×0.9=28,800円
28,800円÷3回＝9,600円

11 農業委員会委員 月額 26,000 日額 7,800 ─
活動状況３か年平均：月３回
26,000円×0.9=23,400円
23,400円÷3回＝7,800円

12 固定資産評価審査委員長 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 委員の日額に1,000円加算

13 固定資産評価審査委員 日額 10,000 日額 9,000 10%

現行額

行政委員その他の特別職の職員で非常勤のものの報酬額

改定額

月額11,500（55.8%減）
＋日額  6,000

月額27,000（57.1%減）
＋日額 10,000

月額15,000（53.1%減）
＋日額  7,000

月額21,000（60.4%減）
＋日額  9,000



別表（その２）

№ 名 　　称 減額率 備　　　考

14 選挙長 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算

15 選挙長代理 日額 10,000 日額 9,000 10%

16 期日前投票所の投票管理者 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算

17 投票所の投票管理者 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算

18 投票管理者代理 日額 10,000 日額 9,000 10%

19 期日前投票所の投票立会人 日額 8,000 日額 7,200 10%

20 投票所の投票立会人 日額 10,000 日額 9,000 10%

21 開票管理者 日額 11,000 日額 10,000 9.1% 代理の日額に1,000円加算

22 開票管理者代理 日額 10,000 日額 9,000 10%

23 開票立会人 日額 10,000 日額 9,000 10%

24 選挙立会人 日額 10,000 日額 9,000 10%

25 社会教育委員 日額 10,000 日額 9,000 10%

26 体育指導委員 月額 7,500 月額 6,800 9.3%  

50% 委員の日額に500円加算

55%

─ 委員の日額に500円加算

10%

─ 他委員の日額に2,000円加算

10%

─ 他委員の日額に2,000円加算

10%

31 情報公開審査会会長 日額 10,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定額と同額とする。

32 情報公開審査会委員 日額 9,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定額と同額とする。

33 個人情報保護審査会会長 日額 10,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員長の改定額と同額とする。

34 個人情報保護審査会委員 日額 9,000 ─

職務内容が不服申立てに対する審査で
あることから、報酬額については、同
じ職務類型である固定資産評価審査委
員の改定額と同額とする。

─ 委員の日額に500円加算

10% 　

20,000日額

医  師：日額 20,000

他委員：日額 18,000

医  師：日額 20,000

委  員：日額  4,500

日額 5,000

行政委員その他の特別職の職員で非常勤のものの報酬額

現行額 改定額

20,000
他委員：日額 18,000

会  長：日額  5,000
介保運営協議会委員

委  員：日額  4,500

35

介護認定審査会委員 日額

障害者程度区分認定審査会委員

その他法令又は条例
の規定による委員 委  員：日額  4,500

１日につき
10,000円を
超えない範
囲内におい
て任命権者
が定める額

日額　5,000

会  長：日額  5,000

国保運営協議会委員
会  長：日額  5,000

10,000日額27

28

29

30



審議委員作成資料
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